
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第25回】「退職給付引当金（簡便法）」   
 （※退職給付引当金（簡便法）に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 
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NO 

YES 従業員数は300人
以上か？ 

簡便法を採用する。 
【ＳＴＥＰ２】を検討する。 

原則法を採用する。 

【第14回】を検討する。 

自社の退職金の制度は？ 

 

（１）退職一時金制度 

 

いずれかの方法を選択する。 

 

   ① 比較指数法 

   ② 割引率・昇給率法 

   ③ 自己都合要支給額法 

 

 

（２）企業年金制度 

 

   いずれかの方法を選択する。 

 

   ① 比較指数法 

   ② 組み合わせ法 

   ③ 数理債務法 

  

企業年金制度 
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期末における時価（公正な評価額）により年金資産の額を算定する。 

原則法による計算の結果に
一定の高い水準の信頼性が
得られるか？ 

YES 

NO 

 

（３）退職一時金制度の一部を企業年金

制度に移行している場合 
 

   いずれかの方法を選択する。 
 

① 退職一時金制度の未移行分と企業 

 年金制度への既移行分に分ける方法  
② 在籍する従業員と年金受給者・ 
 待期者に分ける方法  

退職一時金制 退職一時金制度の一部を企業年金制度に移行している 



フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第25回】「退職給付引当金（簡便法）」   
 （※退職給付引当金（簡便法）に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 
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 退職給付引当金（退職給付に係る負債）を簡便法で会計処理している場合、以下の注記が必要となる。 
  

 （１）退職給付の会計処理基準に関する事項として、適用した退職給付債務の計算方法 

 （２）退職給付制度の概要として、簡便法を適用した制度の概要  

 （３）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金（退職給付に係る負債）又は前払年金費用（退職給付に係る資産） 

   の期首残高と期末残高の調整表 

   （退職給付費用、退職給付の支払額、拠出額の内訳を示す）  

 （４）退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表 

 （５）退職給付費用 
 

 なお、会社計算規則では、上記のような規定はない。 
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「退職給付引当金」 ＝ 「退職給付債務」 － 「年金資産」 
 

※ 連結上、「退職給付引当金」は「退職給付に係る負債」で表示する。 

   退職給付費用」＝「当期末の退職給付引当金」－（「期首の退職給付引当金」－ 
               （退職一時金制度における当期退職給付の支払額＋企業年金制度への当期拠出額）） 
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